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訂正発行登録書および発行登録追補書類の件 

 

 フランスの法律に基づき適式に設立され有効に存在する会社であるナティクシス（以下「当行」

という。）の主席法務役員および資格を有するフランス弁護士として、当職は、当行発行のナティ

クシス 2030 年７月 29 日満期 円建社債の日本における売出しについて、日本国金融商品取引法

に従い関東財務局長に当行が提出した、または提出する訂正発行登録書およびその添付書類（以

下「訂正発行登録書」という。）ならびに発行登録追補書類およびその添付書類（以下「追補書類」

という。）に関連して、本意見書を提出する。 

 

 当職は、フランス以外のいかなる法域の法についても調査を行っておらず、また本意見書は、

フランスの法律に関する事項のみに限定される。 

 

 本書において記載される意見のために、当職は、当行が日本法で記される要件を遵守している

ことを前提とした。 

 

 上記の前提のもとで、また当職が関連すると思料する法的留意事項を勘案して、当職の意見は

以下のとおりである。 

 

(ⅰ) 当行は、フランスの法律に基づき有効に存在する株式会社であり、事業を行い、財産を所

有し運用する完全な権限を有している。 

 

(ⅱ) 当行により、当行のために行われる関東財務局長宛の訂正発行登録書および追補書類の提

出は、当行により適式に授権されており、フランス法上適法である。 

 

 本意見書は、訂正発行登録書および追補書類に関連して貴殿に対して宛てられており、貴殿の

みがこれを信頼することができるものであり、当職の事前の書面の同意なくして、他の者、事務

所、会社または機関はこれを信頼することができず、（適用ある法律上必要な場合を除き）他の者、

事務所、会社または機関に対して伝達または提出されてはならない。ただし、当職は、本意見書

の署名済原本が関東財務局長に対して追補書類の添付書類として提出され、公衆の閲覧に供され

ることを了解している。 
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